
ワークショップ及び地域アンケートの結果を踏まえ、改修後の上鷺東公園におけるボール遊びのルールを以下のとおり検討しています。

●ボール遊びのルールについて
上鷺東公園 再整備後の公園ルールについて

ボール遊びのできる範囲

■バスケットボールのシュート
⇒バスケットゴールを設置するため、バスケット
ボールのシュートは可能とします。

【継続】
■柔らかいボールでのキャッチボール、パス回し

【変更】
■リフティング、ドリブル、トスなどの練習（試合
形式を除く）
⇒現在は1人のみですが、地域アンケートの結果
やバスケットゴールの利用を考慮し、複数名
（5～6名程度までを目安）での利用も可としま
す。

やっても良いボール遊び

【新規】
■9時～18時までとします。

ボール遊びのできる時間帯

【新規】
■下図のとおりとします。

ボール遊びのできる範囲

【新規】

■硬いボールでのキャッチボール、パス
■振り回す道具の使用（バット、ラケット、ゴルフ
クラブ等）

■シュート練習（バスケットボール以外）
⇒周囲の利用者や、近隣に危険が及ぶ可能性があ
るため、引き続き禁止とします。

■フェンスへのボール当て
⇒フェンスの高さが３m程度と高くなりますが、
騒音やボール飛び出しの原因となるため、おや
めください。

【継続】

【継続】

【継続】

やってはいけないボール遊び

■広場を独占するような利用
■ほかの利用者や近隣に迷惑となる利用

【継続】



ワークショップの結果を踏まえ、改修後の上鷺東公園における花火のルールを以下のとおり検討しています。

●花火のできる範囲と時間帯について
上鷺東公園 再整備後の公園ルールについて

花火のできる範囲

【継続】
■手持ち花火のみ可とし、５名程度の少人数で行っ
てください。

■打ち上げ花火や置き型花火、大きな音のする花火
は、騒音や火災の原因となり、近隣の方へ大変な
迷惑となりますのでやめましょう。

■バケツ等に水を用意して、安全に遊びましょう。
■火の始末をしっかり行い、ゴミは必ず片付けま
しょう。

注意事項

花火のできる時間帯

■21時までとします。

花火のできる範囲

■右図のとおりとします。

【新規】

【新規】
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